
重 要

果樹生産者の皆さまへ

□■□鶴田町果樹防風網張替助成事業■□■

町では、風害対策を講じ、安定して良質な果樹生産を行う農業者を支援するため、防風網の

張替に係る費用の一部に対して助成します。申請される方は必要書類を持参の上、農業振興

課までお越しください。

■ 対 象 者・・・①鶴田町に住所を有する果樹生産をする農業者

（ただし、本人及び世帯員に町税等の滞納がない方）

②果樹共済又は収入保険に加入している方

（ただし、当事業申請時と同時に加入又は確約する方も対象）

■ 対象経費・・・防風網張替に要する経費（支柱・処分費は除く）

※新設する場合は対象外です。

■ 助成内容・・・対象経費（税抜）の3/10以内かつ200,000円を上限とします。

※予算に限りがありますので、ご注意ください。

■ 交付手続・・・見積書等を持参し、交付申請していただきます。交付決定後に

購入し、領収書の提出及び張替を確認した後に補助金を交付します。

防風網や部品等の物品を購入しただけでは補助金交付の対象に

なりません。

●受付期間・・・１１月２８日（金)まで（ただし、土日祝日を除く）９時～１２時、１３時～１６時

●受付場所･･･役場２階 農業振興課

●持参するもの ・見積書（すでに購入している物は対象外です）

・果樹共済又は収入保険に加入しているものがわかる書類

・補助金振込先の通帳

・印鑑

※防風網を新設予定の方は国の補助（補助率１／２）が受けられる可能性が

ありますので、ご相談ください。

《お問い合わせ》 農業振興課 生産振興係 TEL：22-2111(内線297、292)


